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地方自治体の政策パフォーマンスに対する住民参加の効果

地
方
自
治
体
の
政
策
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
対
す
る
住
民
参
加
の
効
果

─
─
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
例
と
し
て

西　
　

村　
　

謙　
　

一

一　

は
じ
め
に

二　

問
題
の
設
定
─
住
民
・
首
長
関
係
と
自
治
体
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

三　

分
析
の
た
め
の
デ
ー
タ

　
（
1
）
サ
ー
ヴ
ェ
イ
・
デ
ー
タ
の
概
要

　
（
2
）
説
明
変
数
の
作
成

　
（
3
）
被
説
明
変
数
の
作
成

　
（
4
）
統
制
変
数
の
作
成

四　

分
析
─
重
回
帰
分
析
の
実
施

五　

分
析
結
果
と
解
釈

　
（
1
）
首
長
と
住
民
と
の
接
触
頻
度

　
　

①　

ビ
ジ
ネ
ス
関
係
者
と
の
接
触

　
　

② 　

Ｎ
Ｇ
Ｏ
お
よ
び
住
民
組
織
（
Ｐ
Ｏ
）
と
の
接
触

　
　

③　

一
般
住
民
と
の
接
触

　
（
2
）
首
長
の
政
治
的
志
向
性
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（
3
）
Ｎ
Ｇ
Ｏ
お
よ
び
Ｐ
Ｏ
の
性
格

　
（
4
）
統
制
変
数
の
地
方
自
治
体
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
対
す
る
効
果

　
　

①　

地
方
自
治
体
の
属
性
─
財
政
要
因

　
　

②　

地
方
自
治
体
の
属
性
─
地
理
的
要
因

　
　

③　

地
方
議
会
議
員
と
の
接
触

　
　

④　

財
政
支
援
─
上
院
議
員
お
よ
び
各
省
長
官

　
　

⑤　

首
長
の
属
性

六　

考
察
と
ま
と
め

一　

は
じ
め
に

　

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
地
方
分
権
化
は
、
マ
ル
コ
ス
政
権
崩
壊
後
の
民
主
化
過
程
で
市
民
の
政
治
参
加
を
促
進
す
る
た
め
の
重
要
な
要
素
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
（D

e Guzm
an and Reform

a 1993=1998; Brillantes and Sonco II 2011

）。
一
九
九
一
年
地
方
政
府
法

は
、
地
方
自
治
体
の
権
限
と
財
政
基
盤
を
強
化
し
て
地
方
自
治
体
の
自
律
性
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
住
民
参
加
の
法
的
基
盤
を
大
幅

に
強
化
し
た
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
一
九
八
八
年
包
括
的
農
地
改
革
法
（Com

prehensive A
grarian Reform

 Law

）
に
お
け
る
州

農
地
改
革
調
整
委
員
会
（Provincial A

grarian Reform
 Coordinating Com

m
ittee

）
や
バ
ラ
ン
ガ
イ
農
地
改
革
委
員
会
（Ba-

rangay A
grarian Reform

 Com
m

ittee

）、
一
九
九
八
年
漁
業
法
に
お
け
る
漁
業
・
水
産
資
源
管
理
評
議
会
（Fisheries and 

A
quatic Resources M

anagem
ent Councils

）
な
ど
、
関
係
住
民
や
そ
の
団
体
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
参
加
を
前
提
と
し
て
組
織
さ
れ
た
会

議
は
多
く
み
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
制
度
変
化
の
も
と
で
、
行
政
権
限
を
拡
大
し
た
首
長
が
地
方
政
治
行
政
の
支
配
を
強
化
す
る
現
象
が
観
察
さ
れ
る
一
方

（
1
）
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（Bunte 2011; H
iskey 2010

）、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
住
民
組
織
（
以
下
Ｐ
Ｏ
）
の
政
策
過
程
へ
の
参
加
事
例
は
増
加
し
た
。
例
え
ば
、
従
来
、

地
方
の
政
治
行
政
を
独
占
的
に
支
配
し
て
き
た
政
治
家
一
族
出
身
の
若
い
世
代
の
政
治
家
の
中
に
は
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
と
の
連
携
を
模
索
す

る
ケ
ー
ス
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ほ
か
（A

binales &
 A

m
oroso 2005; K

aw
anaka 2002

）、
政
治
家
一
族
な
ど
エ
リ
ー
ト
出

自
で
は
な
い
人
物
が
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
Ｐ
Ｏ
の
支
持
を
得
て
首
長
に
選
出
さ
れ
る
事
例
も
出
て
い
る
（
東
江 2017

）。

　

マ
ル
コ
ス
政
権
崩
壊
後
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
市
民
社
会
組
織
が
結
成
さ
れ
、
新
し
い
政
治
的
イ
シ
ュ
ー
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ま
で
は
エ
リ
ー
ト
が
支
配
す
る
政
治
の
場
に
は
上
ら
な
か
っ
た
よ
う
な
政
策
課
題
（
例
え
ば
、
小
作
農
や
農
業

労
働
者
に
有
利
な
形
の
農
地
改
革
法
案
な
ど
）
が
政
策
過
程
に
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
国
民
の
利
害
を
代
弁
す
る
組
織
（
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
Ｐ
Ｏ
）
の
幅
広
い
連
合
体
が
い
く
つ
も
結
成
さ
れ
て
い
る
状
況
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
連

合
体
は
、
以
前
の
よ
う
に
た
だ
政
府
を
批
判
す
る
だ
け
で
な
く
、
具
体
的
な
代
替
案
を
政
策
過
程
に
提
示
す
る
志
向
性
を
強
く
持
っ
て

い
る
（V

illanueva 1997

）。
そ
し
て
、
地
方
政
治
行
政
の
場
に
お
け
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
Ｐ
Ｏ
を
は
じ
め
と
す
る
市
民
社
会
組
織
の
存
在
は
、

従
来
の
政
治
エ
リ
ー
ト
に
よ
る
地
方
政
治
の
支
配
に
対
抗
し
て
、
こ
れ
ま
で
は
政
策
過
程
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
た
一
般
住
民
の
地
方
行

政
へ
の
参
加
を
可
能
に
す
る
（W

urfel 2006

）。
こ
の
よ
う
な
地
方
行
政
へ
の
住
民
参
加
は
、
地
方
政
治
家
に
対
し
て
住
民
の
ニ
ー
ズ

へ
の
配
慮
を
促
し
（
佐
久
間 2012

）、
よ
り
よ
い
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
現
へ
と
導
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
海
洋
環
境
管

理
の
四
五
事
例
を
集
約
し
て
分
析
し
たPollnac

ら
に
よ
れ
ば
、
地
方
自
治
体
に
よ
る
適
切
な
資
源
投
入
に
加
え
て
、
高
い
レ
ベ
ル
で

の
住
民
参
加
と
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
よ
る
継
続
的
な
支
援
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
海
洋
保
護
区
の
効
果
的
な
運
営
が
可
能
に
な
っ
た
（Poll-

nac et al. 2001

）。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
研
究
は
個
別
事
例
の
分
析
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
地
方
自
治
体
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
対
す

る
住
民
参
加
の
一
般
的
な
影
響
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
大
規
模
サ
ー
ヴ
ェ
イ
に
基
づ
い
た
統
計
学
的
分
析
が
必
要
で
あ
る
。
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二　

問
題
の
設
定
─
住
民
・
首
長
関
係
と
自
治
体
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

　
「
は
じ
め
に
」
で
示
し
た
問
題
意
識
を
も
と
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
二
〇
〇
九
年
か
ら
二
〇
一
二
年
ま
で
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
基

盤
研
究
Ａ
（
海
外
学
術
）「
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
地
方
自
治
サ
ー
ヴ
ェ
イ
調
査
─
タ
イ
，
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
，
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
比
較

─
」（
研
究
代
表
者
：
永
井
史
男
・
大
阪
市
立
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
）
を
実
施
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
を
用

い
て
、
首
長
─
住
民
関
係
が
地
方
自
治
体
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
及
ぼ
す
影
響
の
普
遍
性
を
確
認
す
る
た
め
に
、
統
計
学
的
手
法
を
用

い
て
分
析
を
行
っ
た
（
小
林
・
大
崎
（2019

）「
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
社
会
関
係
資
本
」
お
よ
び
西
村
（2019a

）「
フ
ィ
リ
ピ
ン
地
方
自
治

に
お
け
る
開
発
評
議
会
の
効
果
」
永
井
・
岡
本
・
小
林
編
著
（2019

）『
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
地
方
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
計
量
分
析
』）。

小
林
・
大
崎
（2019

）
は
、
首
長
と
住
民
（
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
Ｐ
Ｏ
、
民
間
企
業
、
一
般
住
民
）
の
接
触
頻
度
と
地
方
自
治
体
の
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
の
関
係
に
つ
い
て
統
計
学
的
手
法
を
用
い
て
分
析
し
、
行
政
管
理
と
社
会
政
策
の
二
項
目
に
お
い
て
住
民
と
首
長
の
接
触
が
よ
り

多
い
ほ
ど
、
地
方
自
治
体
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
向
上
す
る
こ
と
を
示
し
た
。
し
か
し
、
彼
ら
の
分
析
で
は
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
Ｐ
Ｏ
、
民
間

企
業
、
一
般
住
民
を
一
括
し
て
「
住
民
」
と
し
て
お
り
、
四
者
の
う
ち
だ
れ
の
影
響
が
強
い
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

次
に
、
西
村
（2019a

）
は
、
首
長
を
は
じ
め
と
す
る
地
元
政
治
家
や
下
院
議
員
代
表
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
Ｐ
Ｏ
、
民
間
セ
ク
タ
ー
な
ど
の

住
民
代
表
が
参
加
す
る
地
方
開
発
評
議
会
の
実
施
状
況
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
独
立
変
数
と
し
て
用
い
て
、
評
議
会
の
実
施
状
況
が
地
方

自
治
体
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
に
つ
い
て
、
統
計
学
的
手
法
を
用
い
て
分
析
し
た
。
そ
の
結
果
、
評

議
会
メ
ン
バ
ー
が
す
べ
て
集
ま
っ
て
開
催
さ
れ
る
総
会
の
開
催
回
数
が
多
い
ほ
ど
地
方
自
治
体
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
向
上
す
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
、
西
村
の
分
析
で
は
、
総
会
に
お
け
る
住
民
代
表
と
首
長
と
の
接
触
強
度
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
へ
の
影
響

は
明
ら
か
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
も
と
も
と
住
民
参
加
志
向
の
首
長
が
高
い
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
導
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
ほ
か
、

（
2
）
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Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
Ｐ
Ｏ
と
地
方
自
治
体
と
の
関
係
性
─
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
Ｐ
Ｏ
が
地
方
自
治
体
に
と
っ
て
の
陳
情
者
（
個
別
利
益
の
実
現
を
目
指
す
ア

ク
タ
ー
）
と
し
て
で
は
な
く
協
力
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
活
動
し
て
い
る
か
否
か
─
が
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
影
響
を
与
え
て
い
る
可
能
性

に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
住
民
を
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
Ｐ
Ｏ
、
民
間
企
業
、
一
般
住
民
の
四
者
に
分
け
て
、
各
々
の
首
長
と
の
接
触
頻
度
が
地
方

自
治
体
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
与
え
る
影
響
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
、
首
長
と
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
の
関
係
性
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
へ
の
影
響
を

分
析
す
る
と
と
も
に
、
首
長
の
政
治
的
志
向
性
（
住
民
参
加
志
向
か
否
か
）
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
対
す
る
効
果
を
測
る
。

　

具
体
的
に
は
、
以
下
の
問
い
に
つ
い
て
統
計
学
的
分
析
を
行
う
。（
一
）
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
Ｐ
Ｏ
、
民
間
企
業
、
一
般
住
民
の
そ
れ
ぞ
れ
と

首
長
の
接
触
頻
度
が
高
い
と
地
方
自
治
体
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
向
上
す
る
の
か
。（
二
）
首
長
が
住
民
参
加
志
向
で
あ
れ
ば
パ
フ

ォ
ー
マ
ン
ス
が
向
上
す
る
の
か
。（
三
）
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
Ｐ
Ｏ
が
地
方
自
治
体
に
対
す
る
陳
情
者
と
し
て
で
は
な
く
公
共
問
題
を
協
力
し
て

解
決
す
る
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
機
能
す
る
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
向
上
す
る
の
か
。

　

こ
れ
ら
の
問
い
に
回
答
を
得
る
た
め
に
、
サ
ー
ヴ
ェ
イ
で
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
の
中
か
ら
接
触
頻
度
、
首
長
の
政
治
志
向
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の

性
格
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
を
説
明
変
数
と
し
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
内
務
自
治
省
が
開
発
し
た
地
方
自
治
体
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
測
るLo-

cal Governance Perform
ance M

anagem
ent System

 
（
以
下
Ｌ
Ｇ
Ｐ
Ｍ
Ｓ
）
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
・
ス
コ
ア
を
被
説
明
変
数
と

し
た
回
帰
分
析
を
実
施
す
る
。

（
3
）
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三　

分
析
の
た
め
の
デ
ー
タ

 （
1
）
サ
ー
ヴ
ェ
イ
・
デ
ー
タ
の
概
要

　

分
析
に
用
い
る
デ
ー
タ
は
、
上
述
の
科
研
費
基
盤
研
究
Ａ
「
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
地
方
自
治
サ
ー
ヴ
ェ
イ
調
査
」
に
よ
っ
て
得
ら

れ
た
。
こ
の
研
究
で
は
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
中
で
最
も
本
格
的
な
分
権
化
を
経
験
し
た
三
か
国
─
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、

タ
イ
─
に
お
け
る
地
方
自
治
体
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
規
定
す
る
要
素
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
地
方
自
治
体
の
首
長
お
よ

び
幹
部
職
員
を
対
象
と
し
た
調
査
票
調
査
を
実
施
し
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
の
実
査
は
現
地
の
世
論
調
査
会
社Social W

eather Stations

（
Ｓ
Ｗ
Ｓ
）
に
委
託
し
て
二
〇
一
一
年
か
ら
二
〇
一
二
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
。

　

調
査
対
象
は
、
政
治
情
勢
が
不
安
定
で
調
査
の
困
難
さ
が
予
想
さ
れ
た
ム
ス
リ
ム
・
ミ
ン
ダ
ナ
オ
自
治
地
域
を
除
く
十
六
地
域
七
八

州
一
五
一
五
の
地
方
自
治
体
（
百
三
十
五
市
お
よ
び
一
三
八
〇
町
）
の
う
ち
（
二
〇
一
一
年
二
月
八
日
現
在
）、
三
〇
〇
政
府
（
市
お

よ
び
町
）
を
一
段
無
作
為
抽
出
法
に
よ
っ
て
抽
出
し
た
。
す
べ
て
の
地
方
自
治
体
に
北
か
ら
母
集
団
番
号
を
つ
け
、
人
口
規
模
を
考
慮

し
て
三
〇
〇
の
地
方
自
治
体
を
系
統
抽
出
し
た
。
対
象
と
な
っ
た
地
方
自
治
体
は
、
一
六
地
方
七
八
州
の
う
ち
一
六
地
方
七
一
州
に
分

布
し
て
い
る
。
島
グ
ル
ー
プ
別
の
内
訳
は
、
ル
ソ
ン
島
か
ら
一
七
〇
、
ビ
サ
ヤ
諸
島
か
ら
六
七
、
ミ
ン
ダ
ナ
オ
島
か
ら
六
三
で
あ
る
。

市
・
町
別
で
は
九
三
市
、
二
〇
七
町
と
な
っ
た
。

　

調
査
に
際
し
て
は
、
首
長
用
と
地
方
自
治
体
の
計
画
開
発
調
整
官
（city/m

unicipal planning and developm
ent coordinator 

(C/M
PD

C)

）
用
の
二
種
類
の
調
査
票
を
作
成
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
自
治
体
に
つ
い
て
、
首
長
と
計
画
開
発
調
整
官
に
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
を
行
っ
た
。
地
方
自
治
体
の
幹
部
職
員
と
し
て
は
、
計
画
開
発
調
整
官
以
外
に
も
、
行
政
管
理
官
（adm

inistrator

）、
課
税
審
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査
官
（assessor

）、
会
計
官
（accountant

）、
予
算
官
（budget officer

）、
土
木
技
官
（engineer

）
な
ど
が
あ
る
が
、
計
画
開

発
調
整
官
を
調
査
対
象
に
し
た
の
は
、
地
方
自
治
体
の
開
発
計
画
策
定
と
い
う
最
も
重
要
な
政
策
過
程
に
中
心
的
に
関
わ
り
、
ま
た
、

地
方
開
発
評
議
会
の
事
務
局
を
統
括
す
る
職
員
が
計
画
開
発
調
整
官
で
あ
る
（
地
方
政
府
法
第
一
一
三
条
）
こ
と
に
よ
る
。

　

実
査
は
、
首
長
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
二
〇
一
一
年
一
一
月
一
二
日
か
ら
二
〇
一
二
年
一
一
月
二
七
日
ま
で
の
期
間
、
計
画
開
発
調

整
官
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
二
〇
一
一
年
十
月
一
二
日
か
ら
二
〇
一
二
年
四
月
一
九
日
ま
で
の
期
間
に
実
施
さ
れ
た
。
有
効
回
収
率
は
、

首
長
票
、
計
画
開
発
調
整
官
票
の
い
ず
れ
も
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
（
首
長
に
つ
い
て
は
、
Ｓ
Ｗ
Ｓ
の
調
査
員
が
二
〇
一
二
年

四
月
ま
で
の
調
査
期
間
に
対
象
者
不
在
な
ど
の
理
由
に
よ
っ
て
三
名
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
二
〇

一
二
年
一
一
月
に
日
本
か
ら
研
究
者
が
赴
い
て
調
査
を
実
施
し
た
）。

（
2
）
説
明
変
数
の
作
成

　

本
報
告
で
は
、
首
長
へ
の
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
の
中
か
ら
、
首
長
と
住
民
（
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
Ｐ
Ｏ
、
民
間
企
業
、
一
般
住

民
）
の
接
触
頻
度
に
関
す
る
デ
ー
タ
、
首
長
の
政
治
的
志
向
性
に
関
す
る
デ
ー
タ
、
そ
し
て
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
首
長
と
接
触
す
る
際
の
主
な

話
題
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
用
い
て
説
明
変
数
を
作
成
す
る
。

　

首
長
と
住
民
の
接
触
頻
度
に
つ
い
て
は
、「
Ｎ
Ｇ
Ｏ
メ
ン
バ
ー
」、「
地
元
Ｐ
Ｏ
の
メ
ン
バ
ー
」、「
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
な
ど
の
市
民

団
体
の
メ
ン
バ
ー
」、「
民
間
企
業
関
係
者
」、「
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
市
民
団
体
、
地
元
Ｐ
Ｏ
メ
ン
バ
ー
以
外
の
一
般
住
民
」
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、

次
の
頻
度
の
選
択
肢
を
示
し
て
、「
下
の
リ
ス
ト
に
挙
げ
た
人
々
と
は
ど
の
程
度
の
頻
度
で
会
い
ま
す
か
？
」
と
い
う
質
問
へ
の
回
答

を
求
め
た
。「
週
数
回
」、「
週
一
回
」、「
月
二
・
三
回
」、「
月
一
回
」、「
年
数
回
」、「
な
し
」（
表
一
）。

　

首
長
の
政
治
的
志
向
性
に
つ
い
て
は
、
良
い
地
方
統
治
に
つ
い
て
の
首
長
の
意
見
を
聞
い
た
が
、
そ
の
際
に
、
次
の
選
択
肢
を
示
し

（
4
）
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論　　　説

た
。「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
よ
り
低
コ
ス
ト
で
よ
り
迅
速
に
実
施
す
る
こ
と
」、「
コ
ス
ト
や
ス
ピ
ー
ド
に
は
拘
ら
ず
に
可
能
な
限
り
広
範

な
有
権
者
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
」。
こ
の
選
択
肢
の
中
で
後
者
を
選
択
し
た
場
合
を
「
住
民
参
加
志
向
」
の
首
長
と
し
、
前
者
を
選
択

し
た
場
合
を
「
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
重
視
」
の
首
長
と
し
た
（
表
二
）。

　

Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
首
長
と
接
触
す
る
際
の
主
な
話
題
に
つ
い
て
は
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
個
別
利
害
の
実
現
を
め
ざ
す
「
陳
情
者
」（
こ
れ
は
Ｎ
Ｇ
Ｏ

が
首
長
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
る
な
ど
首
長
と
近
い
場
合
、
し
ば
し
ば
レ
ン
ト
・
シ
ー
カ
ー
に
な
る
）
と
し
て
首
長
に
接
触
す
る
の
か
、

地
域
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
つ
い
て
地
方
自
治
体
と
協
力
し
て
取
り
組
む
「
パ
ー
ト
ナ
ー
」
と
し
て
首
長
に
接
触
す
る
の
か
、
と
い
う

観
点
で
デ
ー
タ
を
整
理
し
た
。
調
査
で
は
、「
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
の
間
で
最
も
頻
繁
に
議
論
す
る
問
題
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、「
自

治
体
の
新
規
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」、「
団
体
自
身
の
新
規
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」、「
市
／
町
の
社
会
問
題
」、「
自
治
体
の
行
政
運
営
に
関
わ
る
問

題
」、「
新
規
条
例
」、「
そ
の
他
」
の
選
択
肢
の
中
か
ら
二
つ
ま
で
選
択
す
る
よ
う
首
長
に
求
め
た
。
そ
し
て
、
回
答
の
中
に
「
団
体
自

身
の
新
規
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
は
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
「
陳
情
者
」
と
し
て
首
長
に
接
触
し
て
い
る
も
の
と
し
、
含
ま
れ

て
い
な
い
場
合
は
「
パ
ー
ト
ナ
ー
」
と
し
て
接
触
し
て
い
る
も
の
と
し
た
（
表
三
）。

　

表
一
か
ら
は
、
首
長
が
一
般
の
住
民
と
最
も
頻
繁
に
接
触
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
三
分
の
二
以
上
の
首
長
は
、
週
に
一
回
以
上

一
般
住
民
と
接
触
し
て
い
る
。
こ
の
デ
ー
タ
は
、
実
際
に
「
会
っ
た
」
回
数
を
示
し
て
い
る
た
め
、
電
話
や
メ
ー
ル
、
シ
ョ
ー
ト
メ
ッ

セ
ー
ジ
な
ど
で
の
や
り
取
り
も
含
め
れ
ば
、
首
長
は
ほ
ぼ
日
常
的
に
一
般
住
民
と
接
触
し
て
い
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
首
長
が
一
般

住
民
の
次
に
頻
繁
に
接
触
し
て
い
る
の
は
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
Ｐ
Ｏ
で
あ
る
。
両
者
と
も
に
、
八
七
人
（
二
八
％
）
の
首
長
が
週
一
回
以
上
会

っ
て
い
る
。
月
数
回
以
上
に
ま
で
頻
度
を
下
げ
れ
ば
、
お
よ
そ
半
数
の
首
長
が
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
Ｐ
Ｏ
と
接
触
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
ビ
ジ
ネ
ス
関
係
者
や
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
な
ど
の
地
域
有
力
者
で
組
織
さ
れ
るcivic group

（「
以
下
、
エ
リ
ー
ト
市
民

団
体
」）
と
首
長
の
接
触
頻
度
は
下
が
る
。
月
数
回
以
上
ビ
ジ
ネ
ス
関
係
者
と
会
っ
て
い
る
首
長
は
一
一
三
人
（
三
七
・
七
％
）、「
エ

（阪大法学）70（6-74）　1360〔2021. 3 〕



地方自治体の政策パフォーマンスに対する住民参加の効果

リ
ー
ト
市
民
団
体
」
の
場
合
は
八
九
人
（
二
九
・
七
％
）

に
ま
で
減
少
す
る
。

　

こ
の
背
景
に
は
、
特
に
地
方
の
農
村
地
域
に
位
置
す
る

自
治
体
な
ど
の
場
合
、「
エ
リ
ー
ト
市
民
団
体
」
や
企
業

の
数
が
少
な
い
（
あ
る
い
は
存
在
し
な
い
）
と
い
っ
た
事

情
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
一
般
住
民
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
Ｐ

Ｏ
の
接
触
頻
度
が
相
対
的
に
多
い
こ
と
は
、
地
方
分
権
化

の
下
で
こ
れ
ら
の
住
民
や
組
織
が
地
方
行
政
過
程
に
参
画

す
る
法
的
基
盤
を
獲
得
し
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
他
方
で
、
一
般
住
民
と
首
長
の
接
触
が
最

も
多
い
と
い
う
事
実
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
伝
統
的
な
パ
ト

ロ
ン
─
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
関
係
が
首
長
と
住
民
の
関
係
性
を

規
定
し
て
き
た
こ
と
の
反
映
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
関
係
性
の
下
で
は
、
一
般
住
民
は
首
長
に
対
し
て
さ

ま
ざ
ま
な
便
宜
を
求
め
て
ア
プ
ロ
ー
チ
し
、
首
長
は
そ
れ

に
応
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
住
民
の
支
持
を
確
保
し
よ
う
と

す
る
の
で
あ
る
。

　

表
二
に
示
さ
れ
た
デ
ー
タ
は
、
首
長
の
権
限
を
強
化
す
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表 1 　各アクターとの接触頻度

NGO PO
Civic 
Group

Business
Common
Residents

週数回  53  49  28  45 181

週 1 回  34  38  24  25  24

月 2 ・ 3 回  55  54  37  43  25

月1回  77  80  64  72  23

年数回  76  74  90  98  44

なし 　5 　5  57  17 　3

合計 300 300 300 300 300

表 3 　NGO の性格 表 2 　首長の政治的志向性

度数 度数

陳情者 101 リーダーシップ重視 179

パートナー 196 住民参加志向 121

不明・無回答 　3 合計 300

合計 300



論　　　説

る
一
方
で
地
方
行
政
へ
の
民
間
参
加
を
促
す
一
九
九
一
年
地
方
政
府
法
の
特
性
を
反
映
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

地
方
政
府
法
は
、
地
方
自
治
体
に
多
く
の
行
政
権
限
を
与
え
、
こ
れ
に
付
随
し
て
首
長
の
人
事
権
を
拡
大
強
化
す
る
と
と
も
に
、
地
方

の
財
源
を
拡
大
し
予
算
編
成
上
の
自
由
度
も
高
め
た
（
佐
久
間 2012

）。
他
方
で
、「
は
じ
め
に
」
で
も
見
た
よ
う
に
、
同
法
は
地
方

行
政
へ
の
住
民
参
加
を
促
進
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
仕
組
み
を
地
方
自
治
体
に
導
入
し
た
。
ま
た
、
制
度
的
に
は
財
源
拡
大
が
な
さ
れ
た
と

は
い
え
、
多
く
の
地
方
自
治
体
で
は
歳
出
の
多
く
を
人
件
費
な
ど
の
義
務
的
経
費
が
占
め
て
お
り
、
各
種
事
業
の
た
め
の
予
算
が
不
足

し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
中
で
（Brillantes Jr. and Sonco II 2011

）、
民
間
セ
ク
タ
ー
と
の
協
力
は
事
業
の
遂
行
に
と
っ
て
の
重
要

性
を
増
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
自
ら
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
重
視
す
る
首
長
が
六
割
を
占
め
る
一
方
で
、
住
民
志
向
の
首

長
が
一
定
程
度
（
四
割
）
存
在
す
る
と
い
う
結
果
に
な
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　

表
三
は
、
首
長
と
接
触
す
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
Ｐ
Ｏ
の
三
分
の
二
が
地
方
自
治
体
や
地
域
社
会
が
直
面
す
る
諸
問
題
の
解
決
や
地
方
自
治
体

の
事
業
へ
の
協
力
を
行
う
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
と
る
一
方
で
、
自
ら
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
対
す
る
地
方
自
治
体
の
支
援
を
求
め
る
団
体
も

三
分
の
一
程
度
存
在
す
る
こ
と
を
示
す
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は
、
Ｐ
Ｏ
が
地
元
住
民
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
て
自
ら
の
直
面
す
る
問
題
の
解

決
を
主
な
活
動
方
針
と
す
る
の
に
対
し
て
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
必
ず
し
も
地
元
住
民
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
社
会
問

題
の
解
決
や
地
域
開
発
の
支
援
を
中
心
に
活
動
す
る
と
い
っ
た
定
義
づ
け
が
な
さ
れ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
の
サ
ー
ヴ
ェ
イ
に
お
い
て
も
こ

の
定
義
に
基
づ
い
て
首
長
へ
の
聞
き
取
り
を
行
っ
た
。
こ
の
た
め
、
表
三
に
示
さ
れ
た
結
果
は
、
自
ら
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
地
方
自
治

体
の
支
援
を
求
め
る
Ｐ
Ｏ
と
地
域
社
会
や
地
方
自
治
体
自
身
の
抱
え
る
課
題
へ
の
支
援
を
志
向
す
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
間
で
、
地
方
自
治
体
と

コ
ン
タ
ク
ト
を
取
る
際
の
ス
タ
ン
ス
が
分
か
れ
て
い
る
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
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 （

3
）
被
説
明
変
数
の
作
成

　

被
説
明
変
数
と
し
て
地
方
自
治
体
の
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
を
評
価
す
る
Ｌ
Ｇ
Ｐ
Ｍ
Ｓ
か
ら
、
二
〇
一
一
年

と
二
〇
一
二
年
の
デ
ー
タ
を
用
い
る
。
Ｌ
Ｇ
Ｐ
Ｍ
Ｓ

は
フ
ィ
リ
ピ
ン
内
務
自
治
省
が
二
〇
〇
九
年
か
ら
集

計
し
公
表
し
て
お
り
、（
一
）
行
政
管
理
ガ
バ
ナ
ン

ス
、（
二
）
社
会
政
策
ガ
バ
ナ
ン
ス
、（
三
）
経
済
政

策
ガ
バ
ナ
ン
ス
、（
四
）
環
境
政
策
ガ
バ
ナ
ン
ス
、

（
五
）
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
評
価
基
礎
の
五
分
野
に
つ
い

て
そ
れ
ぞ
れ
下
位
の
評
価
項
目
を
設
定
し
、
最
低
点

を
一
、
最
高
点
を
五
と
す
る
五
段
階
で
地
方
自
治
体

の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
。
各

評
価
分
野
の
評
価
項
目
と
各
々
の
項
目
の
記
述
統
計

は
、
表
四
（
Ｌ
Ｇ
Ｐ
Ｍ
Ｓ　

二
〇
一
一
年
）
お
よ
び

表
五
（
Ｌ
Ｇ
Ｐ
Ｍ
Ｓ　

二
〇
一
二
年
）
の
と
お
り
で

あ
る
。
こ
の
中
で
、
度
数
が
小
さ
い
評
価
項
目
（
農

業
支
援
、
漁
業
支
援
、
森
林
環
境
管
理
、
淡
水
環
境
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表 4 　被説明変数の記述統計（LGPMS 2011年）

度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差

行政管理ガバナンス

自治立法 300 1.33 5.00 3.86 0.741
開発計画 300 2.04 5.00 4.57 0.511
歳入確保 300 1.63 5.00 3.78 0.690
資源配分利用 300 1.00 5.00 3.54 0.815
住民対応 300 3.10 5.00 4.68 0.363
人的資源管理 300 1.80 5.00 4.75 0.549

社会政策ガバナンス

保健サービス 300 2.97 5.00 4.71 0.363
教育サービス支援 300 2.00 5.00 4.49 0.575
住宅・基礎インフラ 300 1.00 5.00 4.05 1.299
治安・災害リスク管理 300 2.60 5.00 4.39 0.460

経済政策ガバナンス
農業支援 277 1.42 5.00 4.24 0.687
漁業支援 161 1.00 5.00 3.97 0.868
企業・工業開発 300 1.58 5.00 4.07 0.738

環境政策ガバナンス

森林環境管理 201 1.00 5.00 4.75 0.713
淡水環境管理 250 1.00 5.00 4.53 0.995
沿岸海洋環境管理 162 1.00 5.00 4.84 0.549
都市環境管理 300 1.48 5.00 4.01 0.655

ガバナンスの評価基礎
参加 300 2.00 5.00 4.33 0.635
透明性 300 1.27 5.00 4.58 0.584
財政情報の開示 300 2.99 5.00 4.63 0.317
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管
理
、
沿
岸
海
洋
環
境
管
理
）
は
、
非
該
当
に
よ
る

欠
損
値
が
多
い
た
め
分
析
対
象
か
ら
外
す
。

 （
4
）
統
制
変
数
の
作
成

　

説
明
変
数
以
外
に
地
方
自
治
体
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

の
変
動
に
影
響
を
与
え
う
る
要
素
を
考
慮
す
る
必
要

が
あ
る
た
め
、
以
下
の
も
の
を
統
制
変
数
と
し
て
分

析
モ
デ
ル
に
投
入
す
る
。
①
市
／
町
（
市
＝
一
、
町

＝
〇
の
ダ
ミ
ー
変
数
）、
②
歳
入
ク
ラ
ス
一
以
上
／

二
以
下
（
一
以
上
＝
一
、
二
以
下
＝
〇
の
ダ
ミ
ー
変

数
）、
③
ビ
サ
ヤ
地
方
の
地
方
自
治
体
／
そ
れ
以
外

の
地
方
自
治
体
（
ビ
サ
ヤ
＝
一
、
ビ
サ
ヤ
以
外
＝
〇

の
ダ
ミ
ー
変
数
）、
④
ミ
ン
ダ
ナ
オ
地
方
の
地
方
自

治
体
／
そ
れ
以
外
の
地
方
自
治
体
（
ミ
ン
ダ
ナ
オ
＝

一
、
ミ
ン
ダ
ナ
オ
以
外
＝
〇
の
ダ
ミ
ー
変
数
）、
⑤

下
院
議
員
の
財
政
支
援
の
強
弱
（
強
＝
一
、
弱
＝
〇

の
ダ
ミ
ー
変
数
）、
⑥
上
院
議
員
の
財
政
支
援
の
強

弱
（
強
＝
一
、
弱
＝
〇
の
ダ
ミ
ー
変
数
）、
⑦
各
省
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表 5 　被説明変数の記述統計（LGPMS 2012年）

度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差

行政管理ガバナンス

自治立法 299 1.45 5.00 3.87 0.739
開発計画 299 1.56 5.00 4.62 0.511
歳入確保 299 1.96 5.00 3.86 0.684
資源配分利用 299 1.00 5.00 3.56 0.823
住民対応 299 1.90 5.00 4.71 0.381
人的資源管理 299 2.20 5.00 4.78 0.498

社会政策ガバナンス

保健サービス 299 3.18 5.00 4.76 0.299
教育サービス支援 299 2.30 5.00 4.57 0.512
住宅・基礎インフラ 298 1.00 5.00 4.24 1.229
治安・災害リスク管理 298 2.52 5.00 4.45 0.431

経済政策ガバナンス
農業支援 276 1.15 5.00 4.29 0.671
漁業支援 160 1.08 5.00 4.08 0.785
企業・工業開発 299 1.86 5.00 4.11 0.761

環境政策ガバナンス

森林環境管理 196 1.00 5.00 4.66 0.854
淡水環境管理 256 1.00 5.00 4.62 0.935
沿岸海洋環境管理 159 1.00 5.00 4.80 0.659
都市環境管理 298 1.73 5.00 4.07 0.654

ガバナンスの評価基礎
参加 298 1.00 5.00 4.44 0.624
透明性 298 2.60 5.00 4.69 0.407
財政情報の開示 298 3.12 5.00 4.63 0.309
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長
官
財
政
支
援
の
強
弱
（
強
＝
一
、
弱
＝
〇
の
ダ
ミ
ー
変
数
）、
⑧
民
間
の
財
政
支
援
の
強
弱
（
強
＝
一
、
弱
＝
〇
の
ダ
ミ
ー
変
数
）、

⑨
市
・
町
議
会
議
員
と
の
接
触
頻
度
（
週
数
回
、
週
一
回
、
月
二
・
三
回
、
月
一
回
、
年
数
回
、
な
し
の
順
序
尺
度
）、
⑩
バ
ラ
ン
ガ

イ
長
と
の
接
触
頻
度
（
週
数
回
、
週
一
回
、
月
二
・
三
回
、
月
一
回
、
年
数
回
、
な
し
の
順
序
尺
度
）、
⑪
ビ
ジ
ネ
ス
一
族
出
身
／
そ

れ
以
外
（
ビ
ジ
ネ
ス
出
身
＝
一
、
ビ
ジ
ネ
ス
以
外
＝
〇
の
ダ
ミ
ー
変
数
）、
⑫
新
公
共
経
営
（
Ｎ
Ｐ
Ｍ
）
型
首
長
／
そ
れ
以
外
（
Ｎ
Ｐ

Ｍ
型
首
長
＝
一
、
そ
れ
以
外
＝
〇
の
ダ
ミ
ー
変
数
）。

　

各
々
の
統
制
変
数
の
度
数
分
布
は
以
下
の
表
六
か
ら
表
九
の
と
お
り
で
あ
る
。

四　

分
析
─
重
回
帰
分
析
の
実
施

　

首
長
の
各
種
の
地
元
住
民
と
の
接
触
頻
度
、
首
長
の
政
治
志
向
、
首
長
と
接
触
す
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
Ｐ
Ｏ
の
性
格
と
地
方
自
治
体
の
パ
フ

ォ
ー
マ
ン
ス
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
重
回
帰
分
析
を
実
施
し
た
。
そ
の
結
果
は
表
一
〇
（
二
〇
一
一
年
Ｌ
Ｇ
Ｐ
Ｍ
Ｓ
）

お
よ
び
表
十
一
（
二
〇
一
二
年
Ｌ
Ｇ
Ｐ
Ｍ
Ｓ
）
に
示
さ
れ
て
い
る
。

（阪大法学）70（6-79）　1365〔2021. 3 〕



論　　　説

（阪大法学）70（6-80）　1366〔2021. 3 〕

表 6 　地方自治体の属性

市／町 度数 歳入クラス 度数 地方 度数 地方 度数

町 207 クラス 2 以下 156 ビサヤ以外 233 ミンダナオ以外 237

市  93 クラス 1 以上 144 ビサヤ  67 ミンダナオ  63

合計 300 合計 300 合計 300 合　計 300

表 7 　財政支援の強弱

下院議員 上院議員 各省長官 民間

度　数 度　数 度　数 度　数

弱い支援  83 193 154 135

強い支援 217 107 146 165

合　計 300 300 300 300

表 8 　首長の属性

度　数 度　数

非ビジネス家族出身 175 非 NPM 型首長  50

ビジネス家族出身 125 NPM 型首長 250

合　計 300 合　計 300

表 9 　地元政治家との接触頻度

接触頻度 バランガイ長 地方議員

度　数 度　数

週数回 139 123

週1回  42 103

月2・3回  41  29

月1回  59  27

年数回  18  16

無回答 　1 　2

合計 300 300
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表10- 1 　重回帰分析の結果（自治体のパフォーマンス　2011年 LGPMS）

従属変数

開発計画 資源配分利用

説明変数
　首長が住民参加志向 0.024 -0.030
　パートナー NGO -0.042  0.028
　NGO 接触頻度 -0.143 -0.119
　PO 接触頻度 0.159 †  0.119
　「エリート市民団体」接触頻度 -0.034  0.007
　ビジネス接触頻度 0.009 -0.118
　一般住民接触頻度 0.034 -0.117 †

統制変数
　市／町 0.257 ***  0.329 ***
　歳入クラス1以上／歳入クラス2以下 0.144 *  0.222 ***
　ビサヤ地方自治体 -0.044 -0.108 †
　ミンダナオ地方自治体 -0.044 -0.144 *
　下院議員財政支援の強弱 -0.075 -0.032
　上院議員財政支援の強弱 0.020  0.024
　各省長官財政支援の強弱 0.050 -0.061
　民間財政支援の強弱 0.044  0.005
　地方議員接触頻度 -0.051  0.079
　バランガイ長接触頻度 0.081  0.081
　ビジネス一族出身首長 -0.063 -0.061
　NPM 型首長 -0.009 -0.027

決定係数 0.099 0.165

注：†p<0.10；*p<0.05；**p<0.01；***p<0.001．
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表10- 2 　重回帰分析の結果（地方自治体のパフォーマンス　2011年 LGPMS）

従属変数

保健サービス 教育サービス支援

説明変数
　首長が住民参加志向 0.007 0.031
　パートナー NGO -0.059 -0.102 †
　NGO 接触頻度 -0.036 -0.086
　PO 接触頻度 -0.094 -0.068
　「エリート市民団体」接触頻度 0.124 0.078
　ビジネス接触頻度 0.139 † 0.172 *
　一般住民接触頻度 -0.028 0.080

統制変数
　市／町 0.195 ** 0.217 ***
　歳入クラス1以上／歳入クラス2以下 0.041 0.188 **
　ビサヤ地方自治体 -0.053 -0.132 *
　ミンダナオ地方自治体 -0.080 -0.076
　下院議員財政支援の強弱 -0.040 0.028
　上院議員財政支援の強弱 -0.098 0.070
　各省長官財政支援の強弱 0.008 -0.156 **
　民間財政支援の強弱 0.008 0.132 *
　地方議員接触頻度 -0.003 0.058
　バランガイ長接触頻度 0.057 -0.050
　ビジネス一族出身首長 -0.081 -0.040
　NPM 型首長 0.098 † -0.023

決定係数 0.078 0.173

注：†p<0.10；*p<0.05；**p<0.01；***p<0.001．
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表10- 3 　重回帰分析の結果（地方自治体のパフォーマンス　2011年 LGPMS）

従属変数

治安・災害リスク管理 企業・工業開発

説明変数
　首長が住民参加志向 0.026 -0.158 **
　パートナー NGO 0.090 -0.130 *
　NGO 接触頻度 -0.028 -0.060
　PO 接触頻度 -0.020 0.083
　「エリート市民団体」接触頻度 0.163 * 0.030
　ビジネス接触頻度 0.015 0.004
　一般住民接触頻度 0.041 0.027

統制変数
　市／町 0.276 *** 0.011
　歳入クラス1以上／歳入クラス2以下 0.125 * 0.084
　ビサヤ地方自治体 -0.006 -0.130 *
　ミンダナオ地方自治体 -0.062 -0.048
　下院議員財政支援の強弱 -0.017 -0.044
　上院議員財政支援の強弱 0.015 -0.037
　各省長官財政支援の強弱 -0.041 -0.044
　民間財政支援の強弱 0.093 0.101
　地方議員接触頻度 -0.064 0.024
　バランガイ長接触頻度 0.044 0.016
　ビジネス一族出身首長 0.016 -0.073
　NPM 型首長 -0.024 0.077

決定係数 0.129 0.043

注：†p<0.10；*p<0.05；**p<0.01；***p<0.001．
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表10- 4 　 重回帰分析の結果（地方自治体のパフォーマンス　2011
年 LGPMS）

被説明変数

財政情報の開示

説明変数
　首長が住民参加志向 -0.128 *
　パートナー NGO -0.051
　NGO 接触頻度 -0.120
　PO 接触頻度 0.116
　「エリート市民団体」接触頻度 0.191 *
　ビジネス接触頻度 -0.038
　一般住民接触頻度 -0.017

統制変数
　市／町 0.085
　歳入クラス1以上／歳入クラス2以下 0.142 *
　ビサヤ地方自治体 -0.118 †
　ミンダナオ地方自治体 -0.096
　下院議員財政支援の強弱 -0.025
　上院議員財政支援の強弱 0.034
　各省長官財政支援の強弱 -0.017
　民間財政支援の強弱 0.123 *
　地方議員接触頻度 -0.118 †
　バランガイ長接触頻度 0.005
　ビジネス一族出身首長 -0.052
　NPM 型首長 -0.022
決定係数 0.108

注：†p<0.10；*p<0.05；**p<0.01；***p<0.001．
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表11 - 1 　重回帰分析の結果（地方自治体のパフォーマンス　2012年 LGPMS）

従属変数

開発計画 歳入確保 資源配分利用

説明変数
　首長が住民参加志向 0.058 0.045 -0.120 *
　パートナー NGO -0.046 0.031 0.035
　NGO 接触頻度 -0.136 -0.088 -0.049
　PO 接触頻度 0.144 0.104 0.073
　「エリート市民団体」接触頻度 -0.040 -0.131 † -0.047
　ビジネス接触頻度 0.056 0.165 * -0.081
　一般住民接触頻度 0.161 * 0.121 † 0.016

統制変数
　市／町 0.257 *** 0.077 0.379 ***
　歳入クラス1以上／歳入クラス2以下 0.147 * 0.137 * 0.236 ***
　ビサヤ地方自治体 -0.053 -0.036 -0.102 †
　ミンダナオ地方自治体 -0.011 -0.089 -0.100 †
　下院議員財政支援の強弱 -0.013 -0.087 -0.034
　上院議員財政支援の強弱 0.020 0.133 * 0.054
　各省長官財政支援の強弱 -0.058 -0.080 -0.061
　民間財政支援の強弱 0.093 0.097 0.064
　地方議員接触頻度 -0.043 0.020 0.109 †
　バランガイ長接触頻度 0.026 -0.070 0.007
　ビジネス一族出身首長 0.028 -0.072 -0.028
　NPM 型首長 -0.069 0.006 -0.095 †

決定係数 0.120 0.065 0.182

注：†p<0.10；*p<0.05；**p<0.01；***p<0.001．
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表11 - 2 　重回帰分析の結果（地方自治体のパフォーマンス　2012年 LGPMS）

従属変数

保健サービス 教育サービス支援

説明変数
　首長が住民参加志向 -0.003 0.048
　パートナー NGO -0.046 -0.061
　NGO 接触頻度 -0.068 0.072
　PO 接触頻度 -0.030 -0.086
　「エリート市民団体」接触頻度 0.051 -0.108
　ビジネス接触頻度 0.044 0.131 †
　一般住民接触頻度 0.108 † 0.076

統制変数
　市／町 0.268 *** 0.266 ***
　歳入クラス1以上／歳入クラス2以下 0.052 0.214 ***
　ビサヤ地方自治体 0.027 0.037
　ミンダナオ地方自治体 -0.087 -0.027
　下院議員財政支援の強弱 0.077 -0.050
　上院議員財政支援の強弱 -0.078 0.134 *
　各省長官財政支援の強弱 -0.045 -0.024
　民間財政支援の強弱 0.082 0.113 †
　地方議員接触頻度 -0.022 0.035
　バランガイ長接触頻度 0.065 0.061
　ビジネス一族出身首長 0.010 -0.020
　NPM 型首長 0.097 † -0.137 *

決定係数 0.103 0.191

注：†p<0.10；*p<0.05；**p<0.01；***p<0.001．
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表11 - 3 　重回帰分析の結果（地方自治体のパフォーマンス　2012年 LGPMS）

従属変数

企業・工業開発 財政情報の開示

説明変数
　首長が住民参加志向 -0.018 0.019
　パートナー NGO -0.115 † -0.045
　NGO 接触頻度 -0.096 -0.205 *
　PO 接触頻度 0.107 0.138
　「エリート市民団体」接触頻度 0.038 0.184 *
　ビジネス接触頻度 -0.035 -0.034
　一般住民接触頻度 0.016 0.009

統制変数
　市／町 0.115 † 0.036
　歳入クラス1以上／歳入クラス2以下 0.139 * 0.071
　ビサヤ地方自治体 -0.049 -0.206 **
　ミンダナオ地方自治体 -0.025 -0.174 **
　下院議員財政支援の強弱 0.042 -0.015
　上院議員財政支援の強弱 0.086 -0.024
　各省長官財政支援の強弱 -0.067 -0.091
　民間財政支援の強弱 0.114 † 0.060
　地方議員接触頻度 -0.080 -0.144 *
　バランガイ長接触頻度 0.033 0.033
　ビジネス一族出身首長 0.030 -0.104 †
　NPM 型首長 -0.057 0.090

決定係数 0.048 0.102

注：†p<0.10；*p<0.05；**p<0.01；***p<0.001．
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五　

分
析
結
果
と
解
釈

　

分
析
の
結
果
、
以
下
の
点
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

（
1
）
首
長
と
住
民
と
の
接
触
頻
度

　

①　

ビ
ジ
ネ
ス
関
係
者
と
の
接
触

　

首
長
と
住
民
と
の
接
触
頻
度
に
関
し
て
、
一
貫
し
た
傾
向
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
接
触
対
象
の
一
つ
め
が
、
ビ
ジ
ネ
ス
関
係
者

（
企
業
関
係
者
）
で
あ
る
。
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
地
方
自
治
体
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
有
意
に
高
く
な
っ
た
。
二
〇
一
一
年
の
Ｌ
Ｇ
Ｐ

Ｍ
Ｓ
で
は
、
社
会
政
策
の
分
野
の
中
で
「
保
健
サ
ー
ビ
ス
」
お
よ
び
「
教
育
サ
ー
ビ
ス
支
援
」
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
有
意
に
高
か
っ

た
。
ま
た
、
二
〇
一
二
年
の
Ｌ
Ｇ
Ｐ
Ｍ
Ｓ
で
も
、「
教
育
サ
ー
ビ
ス
支
援
」
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
有
意
に
高
く
な
っ
た
ほ
か
、
行
政

管
理
の
分
野
で
「
歳
入
確
保
」
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
有
意
に
高
か
っ
た
。

　

ビ
ジ
ネ
ス
と
の
接
触
に
関
し
て
は
、
統
制
変
数
と
し
て
モ
デ
ル
に
投
入
し
た
「
民
間
の
財
政
支
援
」
で
も
、
ビ
ジ
ネ
ス
か
ら
の
財
政

支
援
が
よ
り
強
い
と
地
方
自
治
体
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
高
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
二
〇
一
一
年
の
Ｌ
Ｇ
Ｐ
Ｍ
Ｓ
で

は
、「
教
育
サ
ー
ビ
ス
支
援
」
に
お
い
て
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
有
意
に
高
く
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
評
価
基
礎
分
野
の

「
財
政
状
況
の
開
示
」
の
項
目
で
も
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
高
く
な
っ
た
。
さ
ら
に
、「
教
育
サ
ー
ビ
ス
支
援
」
と
「
企
業
・
工
業
開

発
」
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
、
二
〇
一
二
年
の
Ｌ
Ｇ
Ｐ
Ｍ
Ｓ
に
お
い
て
有
意
に
高
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
ビ
ジ
ネ
ス
関
係
者

と
首
長
の
接
触
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
か
ら
の
財
政
的
支
援
に
つ
な
が
っ
て
地
方
自
治
体
の
「
歳
入
確
保
」
を
強
化
し
、
お
も
に
社
会
政
策
分
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野
の
事
業
の
効
果
を
高
め
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

　

ビ
ジ
ネ
ス
関
係
者
と
首
長
の
接
触
が
地
方
自
治
体
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
高
め
る
点
に
関
し
て
は
、「
エ
リ
ー
ト
市
民
団
体
」
と
の

接
触
頻
度
の
分
析
結
果
が
、
こ
れ
を
補
足
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
な
ど
の
「
エ
リ
ー
ト
市
民
団
体
」
の
メ

ン
バ
ー
は
地
元
企
業
の
経
営
者
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、「
エ
リ
ー
ト
市
民
団
体
」
と
の
接
触
は
ビ
ジ
ネ
ス
関
係
者
と
の
接
触
と
類
似
の

効
果
を
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。

　
「
エ
リ
ー
ト
市
民
団
体
」
と
の
接
触
に
関
す
る
分
析
結
果
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
二
〇
一
一
年
の
Ｌ
Ｇ
Ｐ
Ｍ
Ｓ
に
お
い
て
、

首
長
と
「
エ
リ
ー
ト
市
民
団
体
」
の
接
触
頻
度
が
高
い
場
合
は
、
社
会
政
策
分
野
の
「
治
安
・
災
害
リ
ス
ク
管
理
」
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
が
有
意
に
高
く
な
っ
た
。
ま
た
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
評
価
基
礎
分
野
の
「
財
政
状
況
の
開
示
」
の
項
目
で
も
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
有
意

に
高
か
っ
た
。
こ
の
「
財
政
状
況
の
開
示
」
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、
二
〇
一
二
年
の
Ｌ
Ｇ
Ｐ
Ｍ
Ｓ
で
も
高
く
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、

二
〇
一
二
年
の
「
歳
入
確
保
」
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、「
エ
リ
ー
ト
市
民
団
体
」
の
接
触
頻
度
が
高
く
な
る
と
有
意
に
低
下
す
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、「
エ
リ
ー
ト
市
民
団
体
」
は
ビ
ジ
ネ
ス
関
係
者
の
よ
う
に
直
接
的
に
地
方
自
治
体
の
歳
入
創
出
に
貢
献
す
る
も

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
地
方
自
治
体
の
説
明
責
任
を
重
視
し
て
あ
る
種
の
圧
力
を
加
え
る
方
向
に
作
用
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ

る
。

　

②　

Ｎ
Ｇ
Ｏ
お
よ
び
Ｐ
Ｏ
と
の
接
触

　

次
に
、
ビ
ジ
ネ
ス
関
係
者
と
の
接
触
ほ
ど
明
瞭
で
は
な
い
も
の
の
、
や
は
り
一
貫
し
た
傾
向
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
、
地

元
Ｐ
Ｏ
お
よ
び
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
の
接
触
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
二
〇
一
一
年
の
Ｌ
Ｇ
Ｐ
Ｍ
Ｓ
に
お
い
て
、
首
長
と
地
元
Ｐ
Ｏ
の
接
触
頻
度
が

高
い
場
合
に
行
政
管
理
分
野
の
「
開
発
計
画
」
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
有
意
に
高
く
な
っ
た
。
他
方
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
の
接
触
頻
度
が
高
い
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場
合
は
、
二
〇
一
二
年
の
Ｌ
Ｇ
Ｐ
Ｍ
Ｓ
で
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
評
価
基
礎
分
野
の
「
財
政
状
況
の
開
示
」
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
有
意
に
低

く
な
っ
た
。　

③　

一
般
住
民
と
の
接
触

　

首
長
が
最
も
頻
繁
に
接
触
し
て
い
る
一
般
住
民
の
場
合
は
、
二
〇
一
一
年
と
二
〇
一
二
年
で
異
な
る
傾
向
が
観
察
さ
れ
た
。
ま
ず
、

二
〇
一
一
年
の
Ｌ
Ｇ
Ｐ
Ｍ
Ｓ
で
は
、
一
般
住
民
の
接
触
頻
度
が
よ
り
多
い
場
合
、
行
政
管
理
分
野
に
お
け
る
「
資
源
配
分
利
用
」
の
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
有
意
に
低
く
な
っ
た
。
他
方
、
二
〇
一
二
年
に
は
、
複
数
の
項
目
で
一
般
住
民
と
の
接
触
頻
度
の
多
さ
が
地
方
自
治

体
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
高
め
る
結
果
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
行
政
管
理
分
野
の
「
開
発
計
画
」、「
歳
入
確
保
」
の
各
項
目
で
パ
フ

ォ
ー
マ
ン
ス
が
有
意
に
高
く
な
っ
た
ほ
か
、
社
会
政
策
分
野
の
「
保
健
サ
ー
ビ
ス
」
の
項
目
で
も
地
方
自
治
体
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は

有
意
に
高
か
っ
た
。

 （
2
）
首
長
の
政
治
的
志
向
性

　

首
長
が
自
ら
の
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
重
視
す
る
の
か
、
よ
り
広
範
囲
に
住
民
の
意
見
を
聞
こ
う
と
す
る
の
か
（
住
民
参
加
志

向
）
と
い
う
「
政
治
的
志
向
性
」
と
地
方
自
治
体
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
首
長
が
住
民
参
加
志
向
の
場
合
、
地
方

自
治
体
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
悪
化
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
二
〇
一
一
年
の
Ｌ
Ｇ
Ｐ
Ｍ
Ｓ
に
お
い
て
、
経
済

政
策
分
野
の
「
企
業
・
工
業
開
発
」
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
評
価
基
礎
分
野
の
「
財
政
状
況
の
開
示
」
に
お
い
て
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
有
意

に
低
く
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
二
〇
一
二
年
に
は
行
政
管
理
分
野
で
「
資
源
配
分
利
用
」
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
有
意
に
低
か
っ
た
。
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 （

3
）
Ｎ
Ｇ
Ｏ
お
よ
び
Ｐ
Ｏ
の
性
格

　

Ｎ
Ｇ
Ｏ
お
よ
び
Ｐ
Ｏ
の
性
格
と
地
方
自
治
体
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
一
貫
し
た
傾
向
が
観
察
さ
れ
た
。
こ
こ
で

の
問
い
は
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
Ｐ
Ｏ
が
地
方
自
治
体
に
と
っ
て
の
「
陳
情
者
」
と
し
て
首
長
と
接
触
す
る
場
合
と
地
域
開
発
や
社
会
的
問
題
解

決
の
「
パ
ー
ト
ナ
ー
」
と
し
て
接
触
す
る
場
合
の
ど
ち
ら
が
地
方
自
治
体
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
向
上
さ
せ
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ

る
。
分
析
の
結
果
は
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
Ｐ
Ｏ
が
「
パ
ー
ト
ナ
ー
」
と
し
て
首
長
に
接
触
す
る
場
合
は
、
地
方
自
治
体
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を

悪
化
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
二
〇
一
一
年
の
Ｌ
Ｇ
Ｐ
Ｍ
Ｓ
に
お
い
て
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
「
パ
ー
ト
ナ
ー
」
と
し
て

関
わ
っ
た
場
合
、
社
会
政
策
分
野
の
「
教
育
サ
ー
ビ
ス
支
援
」、
経
済
政
策
分
野
の
「
企
業
・
工
業
開
発
」
の
項
目
で
地
方
自
治
体
の

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
悪
化
す
る
。
そ
し
て
、「
企
業
・
工
業
開
発
」
は
二
〇
一
二
年
の
Ｌ
Ｇ
Ｐ
Ｍ
Ｓ
で
も
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
有
意
に

低
く
な
っ
た
。

 （
4
）
統
制
変
数
の
地
方
自
治
体
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
対
す
る
効
果

　

①　

地
方
自
治
体
の
属
性
─
財
政
要
因

　

地
方
自
治
体
の
属
性
と
し
て
、
ま
ず
、
市
と
町
お
よ
び
歳
入
ク
ラ
ス
に
焦
点
を
あ
て
て
分
析
結
果
を
み
る
と
、
市
お
よ
び
歳
入
ク
ラ

ス
一
以
上
の
地
方
自
治
体
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、
町
お
よ
び
歳
入
ク
ラ
ス
二
以
下
の
地
方
自
治
体
よ
り
も
有
意
に
高
い
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
。

　

市
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
一
年
お
よ
び
二
〇
一
二
年
の
両
年
に
お
い
て
、
行
政
管
理
分
野
と
社
会
政
策
分
野
で
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
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有
意
に
高
か
っ
た
ほ
か
、
二
〇
一
二
年
に
は
経
済
政
策
分
野
の
「
企
業
・
工
業
開
発
」
で
も
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
高
く
な
っ
た
。
歳
入

ク
ラ
ス
一
以
上
の
地
方
自
治
体
の
場
合
も
、
二
〇
一
一
年
お
よ
び
二
〇
一
二
年
の
両
年
に
お
い
て
、
行
政
管
理
分
野
と
社
会
政
策
分
野

で
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
高
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
二
〇
一
一
年
で
は
「
財
政
状
況
の
開
示
」
で
、
二
〇
一
二
年
に
は
「
企
業
・
工
業
開

発
」
で
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
有
意
に
高
く
な
っ
た
。

　

以
上
の
結
果
が
示
す
よ
う
に
、
財
政
規
模
の
大
き
さ
は
地
方
自
治
体
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
向
上
さ
せ
る
重
要
な
要
因
と
な
っ
て
い

る
。

　

②　

地
方
自
治
体
の
属
性
─
地
理
的
要
因

　

地
方
自
治
体
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
地
域
に
焦
点
を
当
て
て
分
析
し
て
み
る
と
、
ビ
サ
ヤ
地
方
と
ミ
ン
ダ
ナ
オ
地
方
の
地
方
自
治
体

の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
ル
ソ
ン
地
方
の
そ
れ
と
比
較
し
て
有
意
に
低
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
特
に
行
政
管
理
分
野
の
「
資
源
配

分
利
用
」
に
つ
い
て
は
、
ビ
サ
ヤ
地
方
の
自
治
体
も
ミ
ン
ダ
ナ
オ
地
方
の
自
治
体
も
、
二
〇
一
一
年
と
二
〇
一
二
年
の
両
年
と
も
に
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
低
く
、
こ
れ
と
関
連
す
る
「
財
政
状
況
の
開
示
」
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
も
ビ
サ
ヤ
地
方
は
両
年
と
も
、
ミ
ン
ダ
ナ
オ

地
方
は
二
〇
一
二
年
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
有
意
に
低
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
ビ
サ
ヤ
地
方
で
は
、
社
会
政
策
分
野
の
「
教
育
サ
ー
ビ
ス

支
援
」
と
経
済
政
策
分
野
の
「
企
業
・
工
業
開
発
」
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
も
二
〇
一
一
年
に
お
い
て
有
意
に
低
か
っ
た
。

　

③　

地
方
議
会
議
員
と
の
接
触

　

首
長
が
市
町
議
会
議
員
と
よ
り
頻
繁
に
接
触
す
る
場
合
に
お
い
て
、「
資
源
配
分
利
用
」
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
有
意
に
高
か
っ
た

（
二
〇
一
二
年
）。
他
方
で
、
市
町
議
会
議
員
と
の
接
触
頻
度
が
高
い
場
合
、「
財
政
状
況
の
開
示
」
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
下
が
っ
た
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（
二
〇
一
一
年
お
よ
び
二
〇
一
二
年
）。
予
算
配
分
に
つ
い
て
承
認
す
る
役
割
を
担
う
地
元
議
員
が
首
長
と
よ
り
頻
繁
に
接
触
す
る
こ

と
は
「
資
源
配
分
利
用
」（
＝
予
算
配
分
）
に
つ
い
て
の
了
解
を
議
会
か
ら
取
り
付
け
易
く
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、「
資
源

配
分
利
用
」
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
上
が
る
こ
と
は
理
解
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
他
方
で
、「
財
政
状
況
の
開
示
」
の
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
が
低
下
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
予
算
審
議
の
過
程
で
首
長
と
の
間
で
取
引
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
議
員
ら
が
自
ら
の
プ
ロ
グ

ラ
ム
や
支
持
者
へ
の
予
算
配
分
上
の
便
宜
を
取
り
付
け
よ
う
と
す
る
こ
と
（
い
わ
ゆ
る
レ
ン
ト
・
シ
ー
キ
ン
グ
）
が
そ
の
背
景
に
あ
る

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

④　

財
政
支
援
─
上
院
議
員
お
よ
び
各
省
長
官

　

上
院
議
員
も
各
省
の
長
官
も
、
地
方
自
治
体
に
と
っ
て
は
、
外
部
資
金
の
調
達
先
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
ず
、
上
院
議
員
は
、
使
途
を
議
員
自
ら
が
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
ポ
ー
ク
バ
レ
ル
と
通
称
さ
れ
るPriority D

evelopm
ent 

A
ssistance Fund

を
持
つ
（
二
〇
一
二
年
当
時
は
一
人
あ
た
り
二
億
ペ
ソ
）。
こ
れ
は
、
地
方
自
治
体
に
と
っ
て
は
不
足
し
が
ち
な

予
算
を
補
う
貴
重
な
財
源
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
自
治
体
の
事
業
に
関
係
す
る
各
省
か
ら
の
財
政
支
援
は
期
待
さ
れ
る
技
術
的
支

援
と
併
せ
れ
ば
、
特
に
財
政
力
と
専
門
性
に
欠
け
る
農
村
部
の
自
治
体
に
と
っ
て
は
貴
重
な
支
援
元
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
両
者
は
地
方
自
治
体
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
相
反
す
る
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
た
。

　

ま
ず
、
上
院
議
員
か
ら
の
財
政
支
援
が
よ
り
強
い
場
合
は
、
二
〇
一
二
年
の
Ｌ
Ｇ
Ｐ
Ｍ
Ｓ
に
お
い
て
「
歳
入
確
保
」
の
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
が
有
意
に
高
く
な
り
、「
教
育
サ
ー
ビ
ス
支
援
」
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
も
高
く
な
っ
た
。
豊
富
な
ポ
ー
ク
バ
レ
ル
を
持
つ
上
院
議

員
か
ら
の
財
政
支
援
が
地
方
自
治
体
の
効
果
的
な
行
政
運
営
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

他
方
、
各
省
長
官
か
ら
の
財
政
支
援
が
よ
り
強
い
場
合
、
二
〇
一
一
年
の
Ｌ
Ｇ
Ｐ
Ｍ
Ｓ
に
お
い
て
「
教
育
サ
ー
ビ
ス
支
援
」
の
パ
フ
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ォ
ー
マ
ン
ス
が
有
意
に
低
か
っ
た
。
中
央
省
庁
へ
の
財
政
支
援
の
要
請
は
、
支
援
を
必
要
と
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
特
定
し
た
う
え
で
の

も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
結
果
は
奇
異
な
も
の
に
み
え
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
中
央
省
庁
か
ら
の
予
算
に
基
づ
く

事
業
を
実
施
す
る
際
に
は
大
量
の
文
書
作
成
を
求
め
ら
れ
、
そ
の
た
め
に
時
間
を
と
ら
れ
る
こ
と
が
事
業
の
ス
ム
ー
ズ
な
実
施
の
障
害

に
な
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

⑤　

首
長
の
属
性

　

首
長
が
ビ
ジ
ネ
ス
一
族
出
身
か
否
か
が
地
方
自
治
体
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
は
、
マ
イ
ナ
ス
の
効
果
を
持
つ

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
評
価
基
礎
分
野
の
「
財
政
状
況
の
開
示
」
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
有
意
に
低

く
な
っ
た
（
二
〇
一
二
年
）。
従
来
、
ビ
ジ
ネ
ス
一
族
出
身
の
首
長
に
関
し
て
は
、
自
ら
の
親
族
や
友
人
の
個
別
利
益
を
実
現
す
る
た

め
に
政
治
資
源
を
利
用
す
る
傾
向
を
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
（Blanc-Szanton 1991; M

cCoy 1991; M
cCoy 1994

）、
こ
の
よ
う
な

政
治
的
志
向
性
を
有
す
る
首
長
が
自
治
体
の
財
政
状
況
を
正
し
く
開
示
す
る
と
は
考
え
に
く
い
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
首
長
が
顧
客
満
足
を
重
視
し
、
説
明
責
任
や
情
報
公
開
に
重
き
を
置
く
Ｎ
Ｐ
Ｍ
を
志
向
す
る
か
否
か
が
地
方
自
治
体
の
パ
フ

ォ
ー
マ
ン
ス
に
ど
の
よ
う
に
影
響
す
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｍ
を
重
視
す
る
首
長
の
下
で
は
、「
保
健
サ
ー
ビ
ス
」
に
つ

い
て
は
二
〇
一
一
年
お
よ
び
二
〇
一
二
年
の
い
ず
れ
も
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
有
意
に
高
く
な
っ
た
一
方
、「
資
源
配
分
利
用
」
と
「
教

育
サ
ー
ビ
ス
支
援
」
に
関
す
る
地
方
自
治
体
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
低
か
っ
た
（
二
〇
一
二
年
）。
Ｎ
Ｐ
Ｍ
が
地
方
行
政
の
効
率
化
を

進
め
政
策
効
果
を
高
め
る
と
い
う
一
般
的
な
想
定
と
は
必
ず
し
も
整
合
的
で
は
な
い
結
果
と
な
っ
た
が
、
自
治
体
が
直
接
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
す
る
政
策
分
野
で
あ
る
「
保
健
サ
ー
ビ
ス
」
に
お
い
て
Ｎ
Ｐ
Ｍ
を
重
視
す
る
首
長
を
擁
す
る
自
治
体
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
高
い

と
い
う
結
果
は
、
顧
客
志
向
で
結
果
を
重
視
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｍ
の
効
果
が
自
治
体
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
表
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
考

（
5
）

（
6
）
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え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

六　

考
察
と
ま
と
め

　

本
稿
は
、
住
民
と
首
長
と
の
接
触
が
地
方
自
治
体
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
向
上
さ
せ
る
と
い
う
小
林
・
大
崎
（2019

）
お
よ
び
西
村

（2019a

）
の
分
析
結
果
を
受
け
て
、「
住
民
」
を
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
Ｐ
Ｏ
、
ビ
ジ
ネ
ス
、
一
般
住
民
に
細
分
化
し
た
場
合
に
ど
の
ア
ク
タ
ー
と

の
接
触
が
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
高
め
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
分
析
の
結
果
を
再
び
簡
潔
に
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に

な
る
。

　

ま
ず
、
一
貫
し
て
地
方
自
治
体
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
高
め
る
方
向
に
作
用
し
て
い
る
の
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
と
の
接
触
で
あ
る
。
こ
れ

に
加
え
て
、「
民
間
か
ら
の
財
政
支
援
」
が
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
向
上
さ
せ
る
効
果
を
有
す
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
二
点

を
総
合
し
て
考
え
れ
ば
、
首
長
が
民
間
企
業
関
係
者
と
頻
繁
に
接
触
す
る
こ
と
は
、
民
間
か
ら
の
財
政
支
援
の
強
化
に
つ
な
が
り
、
こ

の
こ
と
に
よ
っ
て
地
方
自
治
体
の
歳
入
が
確
保
さ
れ
、
行
政
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
高
く
な
る
、
と
い
う
推
察
が
可
能
に
な
る
。
こ
こ
で

示
し
た
因
果
関
係
が
実
際
に
機
能
し
た
ケ
ー
ス
と
し
て
、
筆
者
が
以
前
に
調
査
を
実
施
し
た
バ
タ
ー
ン
州
お
よ
び
カ
ビ
テ
州
の
沿
岸
地

方
自
治
体
に
よ
る
海
洋
環
境
管
理
事
業
が
あ
る
（
西
村 2012
）。
こ
の
事
業
は
、
両
州
で
対
照
的
な
様
相
を
示
し
た
。
ま
ず
、
バ
タ
ー

ン
州
で
は
州
内
で
事
業
を
展
開
す
る
複
数
の
民
間
企
業
が
基
金
を
設
置
し
て
、
州
お
よ
び
州
内
自
治
体
に
対
す
る
財
政
的
・
技
術
的
な

支
援
を
積
極
的
に
行
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
同
州
の
海
洋
環
境
管
理
事
業
は
比
較
的
ス
ム
ー
ズ
に
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
と

は
対
照
的
に
、
カ
ビ
テ
州
で
は
民
間
企
業
の
積
極
的
な
参
加
が
見
ら
れ
ず
、
沿
岸
管
理
事
業
は
な
か
な
か
進
展
し
な
か
っ
た
。
こ
の
事

例
は
、
民
間
企
業
と
首
長
を
中
心
と
す
る
地
方
自
治
体
の
関
係
が
密
接
で
あ
る
こ
と
が
地
方
行
政
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
向
上
さ
せ
る

一
つ
の
要
素
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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次
に
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
お
よ
び
Ｐ
Ｏ
の
首
長
と
の
接
触
頻
度
と
地
方
自
治
体
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
Ｐ
Ｏ
と
の
接
触
が

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
向
上
さ
せ
る
一
方
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
の
接
触
は
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
下
げ
る
方
向
に
作
用
す
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
が

示
さ
れ
た
。
こ
れ
に
加
え
て
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
Ｐ
Ｏ
が
自
ら
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
対
す
る
地
方
自
治
体
の
支
援
を
要
請
す
る
「
陳
情
者
」
で
な

く
地
域
社
会
や
地
方
自
治
体
の
問
題
に
つ
い
て
協
議
を
す
る
「
パ
ー
ト
ナ
ー
」
と
し
て
首
長
に
接
触
す
る
場
合
は
、
地
方
自
治
体
の
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
悪
化
さ
せ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
二
点
か
ら
は
、「
パ
ー
ト
ナ
ー
」
と
い
う
立
場
を
と
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
Ｐ

Ｏ
と
首
長
や
地
方
自
治
体
の
間
の
相
互
認
識
と
そ
れ
に
基
づ
く
相
互
関
係
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
慎
重
な
検
討
が
必
要

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
よ
う
。
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
Ｐ
Ｏ
は
各
団
体
の
出
自
や
中
心
事
業
の
性
質
に
応
じ
て
多
様
な
性
格
を
持
つ
が
、
彼
ら

と
地
方
自
治
体
を
含
め
た
政
府
や
政
治
家
・
官
僚
は
相
互
に
不
信
感
を
抱
い
て
い
る
場
合
も
あ
る
（
西
村 2019b

）。
こ
の
よ
う
な
場

合
は
、「
パ
ー
ト
ナ
ー
」
と
し
て
十
分
な
成
果
を
挙
げ
る
こ
と
は
難
し
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
地
方
開
発
評
議
会
の
運
営
を
始
め
た
マ
ニ
ラ
首
都
圏
ケ
ソ
ン
市
の
ケ
ー
ス
が
参
考
に
な
る
。

同
市
は
、
長
ら
く
地
方
政
府
法
が
定
め
た
開
発
評
議
会
を
設
置
し
て
こ
な
か
っ
た
が
、
二
〇
〇
一
年
に
新
た
に
就
任
し
た
ベ
ル
モ
ン
テ

市
長
の
下
で
評
議
会
の
設
置
・
運
営
を
開
始
し
た
。
こ
れ
に
は
、
評
議
会
の
設
置
を
強
く
求
め
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
Ｐ
Ｏ
の
連
合
体
「
第
六
十

四
条
運
動
」
の
求
め
に
市
長
が
応
じ
た
と
い
う
側
面
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
評
議
会
の
運
営
そ
の
も
の
に
は
決
し
て
消
極
的
で
は
な
い

市
長
と
市
政
府
は
、
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
評
議
会
で
の
審
議
を
前
進
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
地
方
政
府
法
の
厳
格
な
運

営
を
求
め
る
「
第
六
十
四
条
運
動
」
は
、
評
議
会
の
運
営
が
開
始
さ
れ
た
後
も
、
具
体
的
な
運
営
方
法
を
め
ぐ
っ
て
し
ば
し
ば
市
長
お

よ
び
市
政
府
と
対
立
し
、
評
議
会
の
ス
ム
ー
ズ
な
運
営
に
と
っ
て
は
時
に
障
害
と
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
結
局
、
評
議
会

は
、
そ
の
初
年
度
に
は
、
地
方
政
府
法
が
期
待
す
る
よ
う
な
機
能
─
開
発
計
画
お
よ
び
投
資
計
画
の
策
定
─
を
十
分
に
果
た
す
こ
と
が

で
き
ず
に
終
わ
っ
た
（
西
村 2009

）。
こ
の
事
例
は
、
地
方
自
治
体
の
抱
え
る
問
題
点
を
指
摘
し
そ
の
改
善
を
求
め
て
運
動
を
展
開
す
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る
い
わ
ゆ
る
「
パ
ー
ト
ナ
ー
」
型
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
、
ス
ム
ー
ズ
な
地
方
行
政
の
運
営
の
妨
げ
に
な
る
場
合
も
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
一
般
住
民
と
の
接
触
に
つ
い
て
は
、
そ
の
頻
度
が
高
い
場
合
、
行
政
管
理
分
野
の
「
開
発
計
画
」、「
歳
入
確
保
」
の
各
項

目
で
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
有
意
に
高
く
な
っ
た
ほ
か
、
社
会
政
策
分
野
の
「
保
健
サ
ー
ビ
ス
」
で
も
地
方
自
治
体
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

は
有
意
に
高
か
っ
た
。
特
に
、「
保
健
サ
ー
ビ
ス
」
は
一
般
住
民
の
ニ
ー
ズ
が
高
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
分
野
の
政
策
実
施
の
た
め
に
は

彼
ら
と
の
接
触
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
こ
の
結
果
は
、
地
方
自
治
体
が
「
開
発
計
画
」
を
策
定
す
る
場
合
に
は
、
一
般
住
民

か
ら
の
具
体
的
な
要
望
（
言
葉
を
換
え
れ
ば
「
事
業
提
案
」）
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
。
す
な
わ
ち
、

具
体
的
な
政
策
の
立
案
・
実
施
に
と
っ
て
一
般
住
民
と
の
接
触
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
点
は
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
「
パ
ー
ト
ナ
ー
」
と
し
て
で
は
な
く
「
陳
情
者
」
と
し
て
首
長
と
接
触
し
た
方
が
自
治
体
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

は
良
く
な
る
と
い
う
事
実
を
併
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
首
長
が
個
々
の
支
持
者
（
住
民
）
に
対
し
て
個
別
利
益
を
提
供
す
る
、
い
わ
ゆ

る
パ
ト
ロ
ン
─
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
型
の
関
係
が
、
従
来
批
判
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
地
域
の
公
共
利
益
の
実
現
を
損
ね
る
も
の
な
の
か
否
か

に
つ
い
て
、
問
い
直
し
を
迫
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

最
後
に
、
首
長
が
住
民
参
加
志
向
で
あ
る
場
合
の
地
方
自
治
体
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
あ
る
が
、
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
が
下
が
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
首
長
の
住
民
参
加
志
向
が
強
い
ほ
ど
、
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
り
時
に
は
対
立
す
る
利
害
を

持
つ
よ
り
多
く
の
住
民
の
意
向
に
必
要
以
上
に
忖
度
す
る
こ
と
に
な
り
、
政
策
を
ス
ム
ー
ズ
に
実
施
で
き
な
く
な
る
可
能
性
が
で
て
く

る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
こ
の
点
は
、
一
般
住
民
と
の
よ
り
頻
繁
な
接
触
が
行
政
管
理
分
野
の
「
資
源
配
分
利
用
」（
二
〇
一
一
年
）
の

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
低
下
さ
せ
て
い
る
と
い
う
結
果
か
ら
も
支
持
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、
首
長
と
住
民
と
の
関
係
が
地
方
自
治
体
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。

（阪大法学）70（6-97）　1383〔2021. 3 〕



論　　　説

こ
こ
で
示
し
た
分
析
結
果
の
解
釈
・
考
察
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
事
例
に
つ
い
て
の
分
析
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

※ 
本
稿
は
、
日
本
国
際
政
治
学
会
二
〇
二
〇
年
度
研
究
大
会
（
一
〇
月
二
三
日
─
二
五
日
、
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
）
の
東
南
ア
ジ
ア

分
科
会
Ｉ
に
お
け
る
発
表
原
稿
に
加
筆
修
正
を
加
え
た
も
の
で
す
。
分
科
会
責
任
者
の
増
原
綾
子
先
生
（
亜
細
亜
大
学
）、
討

論
者
と
し
て
貴
重
な
コ
メ
ン
ト
を
お
寄
せ
く
だ
さ
っ
た
日
下
渉
先
生
（
名
古
屋
大
学
）
お
よ
び
小
山
田
英
治
先
生
（
同
志
社
大

学
）
に
篤
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
な
お
、
本
稿
に
残
さ
れ
た
問
題
点
は
す
べ
て
筆
者
の
責
に
帰
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と

を
申
し
添
え
ま
す
。

一
九
九
一
年
地
方
政
府
法
の
第
四
章
（
三
四
条
～
三
六
条
）
は
、
地
方
自
治
体
が
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
Ｐ
Ｏ
の
活
動
を
奨
励
し
支
援
す
る
と
と
も
に
、

こ
れ
ら
の
ア
ク
タ
ー
と
の
協
力
を
促
進
す
る
こ
と
を
定
め
、
具
体
的
な
地
方
行
政
へ
の
市
民
参
加
を
確
保
す
る
手
段
と
し
て
、
地
方
特
別
会
議

（Local Special Bodies

）
へ
の
市
民
の
参
加
を
規
定
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
地
方
入
札
委
員
会
（Local Prequalification, Bids and 

A
w

ards com
m

ittee

、
三
七
条
）、
地
方
教
育
委
員
会
（Local School Boards

、
九
八
条
～
一
〇
一
条
）、
地
方
保
健
委
員
会
（Local 

H
ealth Boards

、
一
〇
二
条
～
一
〇
五
条
）、
地
方
開
発
評
議
会
（Local D

evelopm
ent Council

、
一
〇
六
条
～
一
一
五
条
）、
地
方
平
和

秩
序
評
議
会
（Local Peace and O

rder Council

、
行
政
命
令
三
〇
九
号
（
一
九
八
八
年
）
に
言
及
し
た
一
一
六
条
）
に
お
い
て
市
民
の
参

加
を
確
保
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

地
方
開
発
評
議
会
は
、
一
九
九
一
年
地
方
政
府
法
に
よ
っ
て
バ
ラ
ン
ガ
イ
、
市
・
町
、
州
に
そ
れ
ぞ
れ
設
置
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
役
割
は
、
地
方
自
治
体
の
短
期
・
中
期
・
長
期
の
開
発
計
画
や
公
共
投
資
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
評
議
会
が
策
定
し
た
計

画
は
地
方
議
会
の
承
認
を
経
て
地
方
自
治
体
の
開
発
計
画
に
組
み
込
ま
れ
る
。
市
・
町
の
評
議
会
に
は
、
首
長
を
議
長
と
し
て
、
す
べ
て
の
バ

ラ
ン
ガ
イ
長
、
地
方
議
会
の
予
算
委
員
長
、
地
元
選
出
下
院
議
員
の
代
表
の
ほ
か
に
住
民
代
表
（
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
Ｐ
Ｏ
な
ど
）
が
評
議
員
と
し
て
参

（
1
）

（
2
）
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加
す
る
が
、
住
民
代
表
の
数
は
評
議
員
総
数
の
四
分
の
一
以
上
と
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
評
議
会
に
は
執
行
委
員
会
と
総
会
の
設
置

が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
総
会
は
少
な
く
と
も
年
二
回
開
催
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
必
要
に
応
じ
て
、
評
議
会
に
分
科
会
を
設
置
す
る

こ
と
も
で
き
る
。

Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
中
に
は
，
政
治
家
が
自
ら
の
政
治
的
野
心
実
現
の
た
め
に
組
織
し
た
も
の
や
，
補
助
金
目
当
て
で
実
態
を
伴
わ
な
い
も
の
が
存

在
し
、
こ
れ
ら
は
公
共
利
益
の
実
現
を
目
指
す
の
で
は
な
く
自
ら
（
あ
る
い
は
自
ら
の
背
後
に
い
る
者
た
ち
）
の
個
別
利
益
の
実
現
を
も
っ
ぱ

ら
の
目
標
と
す
る
（Clarke 1998;　

佐
久
間 2012

）。
こ
の
よ
う
な
性
格
を
有
す
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
首
長
と
の
関
係
を
強
化
し
て
い
る
場
合
に
は
、

Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
の
「
協
力
関
係
」
の
下
で
実
施
さ
れ
る
地
方
自
治
体
の
公
共
事
業
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
公
共
利
益
を
実
現
す
る
も
の
と
は
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。

実
査
時
の
回
答
の
中
で
、「
わ
か
ら
な
い
」
お
よ
び
「
無
回
答
」（
い
ず
れ
も
回
答
数
は
最
大
で
二
）
は
「（
接
触
）
な
し
」
に
統
合
し
、

「
必
要
に
応
じ
て
」（
回
答
数
は
一
）
は
「
年
数
回
」
に
統
合
し
た
。

二
〇
一
九
年
八
月
十
一
日
、D

r. M
aria Faina D

iola

へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
。

教
育
分
野
は
、
教
育
課
程
の
整
備
や
学
校
の
運
営
指
導
を
教
育
省
（D

epartm
ent of Education

）
が
直
接
行
っ
て
お
り
、
地
方
自
治

体
が
関
与
す
る
範
囲
は
、
教
育
省
と
の
協
議
の
う
え
で
の
校
舎
の
整
備
や
奨
学
金
の
提
供
な
ど
に
限
ら
れ
て
い
る
。
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